
（様式第１号）

木曽岬町告示第 6 号

一般競争入札の実施について

　下記の業務委託について、次のとおり一般競争入札を行いますので、木曽岬町契約事務規則

（平成14年木曽岬町規則第10号）第7条の規定により公告します。

令和 8 年 1 月 28 日

印

１．一般競争入札に付する業務概要

（１）業 務 名 年度

（２）業務場所 木曽岬町大字

（３）業務概要

・

（４）履行期限

（５）予定価格　　　　　－　　　円（事後公表）

（６）最低制限価格 無し

２．参加資格に関する事項

　　対象事業の一般競争入札に参加できる者は、競争入札参加資格確認申請日から入札執行日

 までの間において、次に掲げる条件をすべて満たした者とします。

（１） 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しない者。

（２） 木曽岬町入札参加資格者名簿（物品・業務委託）の大分類「運営・管理」内の中分類

「施設運営・管理」の内、「図書館」に登録されている者。

（３）令和３年度以降(過去5年)に公立図書館における管理運営業務実績を有する者。

※管理運営業務とは、図書館における図書の貸出しや蔵書管理のほか、レファレンス

サービスを含む図書館サービス全般を指します。

（４） 公告から入札時までの期間において、本町から指名停止等を受けていない者。

（５） 手形交換所により取引停止処分を受ける等、経営状態が著しく不健全な者でないこと。

（６） その他法令・規則等に違反していない者。

３．入札参加資格確認申請書の受付

入札への参加希望者は、次の書類を提出すること。

（１） 申請書類

①木曽岬町一般競争入札参加資格確認申請書（事後審査）　（様式第2号）

②業務実績書

（２） 受付

①受付期間： 8 年 1 月 28 日( 水 )から令和 8 年 2 月 4 日( 水 )までの

午前9時から午後5時まで（土曜日、日曜日及び祝日を除きます。）

②提出場所：木曽岬町教育委員会 （電話 ）

③提出方法：持参
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４．設計図書等の閲覧、ダウンロード、質問

（１） 入札説明書及び設計図書並びに仕様書（以下「設計図書等」といいます。）は次のとお

 り閲覧に付します。

①閲覧期間：公告日から入札日の前日までの午前9時から午後5時まで

（土曜日、日曜日及び祝日を除きます。）

②閲覧場所：木曽岬町教育委員会

　 なお、設計図書及び入札書式は木曽岬町役場ＨＰよりダウンロードすることができます。

（２） 設計図書等に対する質問は次のとおりです。

①質問の手法　　： 書面（質疑書）の提出による。

②質問の提出期限： 8 年 2 月 4 日( 水 ) 午後5時まで

③質問の提出場所： 木曽岬町教育委員会

④質問の回答    ： 8 年 2 月 9 日( 月 )町ＨＰで閲覧に供します。

５．参加資格の決定

入札後の事後審査を以って決定する。

8 年 2 月 18 日( 水 )までに書面によ

　り理由の説明を求めることができる。

６．現場説明会

対象業務の説明会は行わない。

７．入札保証金

　入札保証金は免除します。

８．契約保証金

 契約金額の100分の10以上を納付。ただし、木曽岬町契約事務規則(以下「契約事務規則」

という。)第50条第2項の各号に該当する場合は、納付を免除します。

９．入札の執行

 入札書は次の日時と場所に紙にて持参により提出すること。

日時： 8 年 2 月 12 日( 木 ) 9 時 00 分

場所： 木曽岬町役場　4階　会議室

（１）入札回数は3回を限度とします。

（２）最低制限価格は設けておりません。

（３）入札参加者が1者だけの場合には、入札を中止します。

（４）入札執行時、次の書類を提出して下さい。

・内訳書（見積基礎・様式は任意）

・誓約書

（５）落札者は、入札執行後の提出書類の審査の後に決定します。

（６）入札参加資格確認申請書は、申請者の自己審査に基づき受け付けます。入札の結果、

 落札予定者となった場合であっても、入札執行後に実施する入札参加資格確認申請書

 （事後審査）の審査において参加資格を有しない者と決定された場合は、その者の入札

 は無効となります。
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10．入札の無効

 契約事務規則第22条の規定に該当する入札は、無効とします。

11.失格となる入札

次のいずれかに該当する入札書を入札した者は、失格となります。

（１）予定価格に達しなかったことにより実施される第2回以降の入札において、前回入札の

最低価格を同額もしくは上回る金額で入札された入札書

（２）誓約書及び内訳書の提出がなく入札された入札書

12.支払い条件

　　前払金

　　部分払

13．その他

（１）その他は契約事務規則によります。

（２）本公告に関する問い合わせ先は次のとおりです。

木曽岬町教育委員会

kyouiku@town.kisosaki.mie.jpE-mail ：

0567-68-1617

0567-66-4841

電 話 ：

ＦＡＸ：
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木曽岬町契約事務規則によります。
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